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原子力防災会議運営要領 

 

平成２４年１０月１９日制定 

平成２６年１０月１４日改正 

原 子 力 防 災 会 議 

  

（原子力防災会議の運営） 

第１条 原子力防災会議の運営については、法令の定めるところによるほかにこの要

領によるものとする。 

（議長） 

第２条 議長は、原子力防災会議を代表する。 

２ 議長が原子力防災会議に出席できない場合は、あらかじめ議長が指名する副議長

が、その職務を代理する。 

（議員の欠席） 

第３条 議員が原子力防災会議を欠席する場合は、代理人を原子力防災会議に出席さ

せることができる。この場合にあっては、当該代理人に議決権を行使させることは

できない。 

２ 原子力防災会議を欠席する議員は、議長又は前条第２項の規定に基づき議長の職

務を代理する副議長（以下「議長等」という。）を通じて、当該会議に付議される

事項につき、書面により意見を提出することができる。 

（議事） 

第４条 原子力防災会議は、議長が必要と認めるとき又は議員２名以上の要求があっ

たとき、議長等がこれを招集するものとする。 
２ 原子力防災会議は、議長等が出席し、かつ、議員の過半数が出席しなければ、会

議を開き、議決することはできない。 

３ 議事を決するに当たり、議長等は出席議員全員の同意を得るよう努めなければな

らない。 

４ 前項の規定にかかわらず、全員の同意を得られない場合には、議長等が会議の議

論を踏まえた上で、議事を決する。 

（審議内容等の公表等） 

第５条 議長等は、会議の終了後、速やかに、当該会議の議事要旨を作成し、これを

公表する。 

２ 議長等は、会議の終了後、当該会議の議事録を作成し、これを公表する。 

３ 前項の規定にかかわらず、議事録の公表が、我が国の利益に重大な支障を及ぼす

おそれがある場合には、議長等が会議の決定を経て、該当部分を非公表とすること

ができる。 

（原子力防災会議幹事会） 
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第６条 原子力防災会議に、議長、副議長及び議員を補佐させるため、原子力防災会

議幹事会を置く。 

２ 原子力防災会議幹事会議長は、内閣府政策統括官をもって充てる。 

３ 原子力防災会議幹事会幹事は、関係行政機関の職員のうちから、議長が指定する。 

４ 前三項に定めるもののほか、原子力防災会議幹事会に関し必要な事項は、原子力

防災会議幹事会が決定して定める。 

（原子力防災会議幹事会連絡会議） 

第７条 原子力防災会議幹事会に、原子力防災会議幹事会議長及び幹事間の連絡調整

を行わせるため、原子力防災会議幹事会連絡会議を置く。 

２ 原子力防災会議幹事会連絡会議の構成員は、関係行政機関の職員をもって充てる。 

３ 前条第４項の規定に基づき原子力防災会議幹事会が決定して定めるもの及び前

二項に定めるもののほか、原子力防災会議幹事会連絡会議に関し必要な事項は、原

子力防災会議幹事会連絡会議が決定して定める。 

（雑則） 

第８条 この要領に定めるもののほか、原子力防災会議に関し必要な事項は、議長が

定める。 


